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＜
参
考
資
料
＞
 

 

１
（

３
）

個
人

が
発

注
者

と
な

る
注

文
住

宅
の

建
設

工
事

に
お

け
る

代
金

支
払

方
法

 

 【
平

成
2
1
年

３
月

に
（

社
）

住
宅

生
産

団
体

連
合

会
が

策
定

し
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

】
 

 

住
宅

の
請

負
契

約
を

締
結

さ
れ

る
個

人
の

注
文

者
の

皆
様

へ
 

～
（

社
）

住
宅

生
産

団
体

連
合

会
及

び
構

成
団

体
と

そ
の

会
員

か
ら

の
お

知
ら

せ
～

 

 

最
近

、
住

宅
建

設
業

者
の

突
然

の
倒

産
に

よ
り

、
多

く
の

個
人

注
文

者
の

方
が

損
害

を
被

る

と
い

う
、

非
常

に
残

念
な

事
例

が
発

生
し

ま
し

た
。

 
今

般
の

事
例

は
、

個
人

注
文

者
の

方
が

当
該

住
宅

建
設

業
者

と
住

宅
建

設
工

事
の

請
負

契
約

を
締

結
し

た
際

に
、

当
該

住
宅

建
設

業
者

が
多

額
の

工
事

代
金

（
契

約
金

等
）

の
前

払
い

を
受

け
て

い
た

り
、

そ
の

時
点

の
出

来
高

の
水

準
を

大
幅

に
超

え
る

代
金

の
支

払
い

を
受

け
て

い
た

た
め

に
、
社

会
問

題
と

も
な

っ
て

い
ま

す
。
 

（
社

）
住

宅
生

産
団

体
連

合
会

及
び

構
成

団
体

と
そ

の
会

員
は

、
平

成
1
8
年

6
月

に
倫

理
憲

章
を

制
定

し
、

住
宅

関
連

事
業

に
携

わ
る

者
と

し
て

、
そ

の
理

念
達

成
の

た
め

の
責

務
を

全
う

す
る

こ
と

、
ま

た
、

そ
の

た
め

に
自

主
的

に
実

践
す

る
こ

と
を

申
し

あ
わ

せ
て

い
ま

す
。

 
 

 

（
社

）
住

宅
生

産
団

体
連

合
会

で
は

、
今

般
の

事
例

に
か

ん
が

み
て

、
構

成
団

体
と

そ
の

会

員
が

工
事

請
負

契
約

に
関

す
る

一
連

の
業

務
の

再
点

検
を

図
る

と
と

も
に

、
工

事
請

負
契

約
の

締
結

に
当

た
っ

て
請

負
工

事
代

金
の

前
払

い
を

受
け

る
場

合
は

、
で

き
る

だ
け

工
事

の
出

来
高

に
応

じ
た

前
払

い
と

な
る

よ
う

に
す

る
な

ど
、

適
切

な
対

応
の

徹
底

を
図

っ
て

ま
い

り
ま

す
。

 

住
宅

建
設

工
事

の
請

負
契

約
を

締
結

さ
れ

る
個

人
の

注
文

者
の

皆
様

に
お

か
れ

ま
し

て
も

、

請
負

契
約

の
締

結
に

あ
た

り
ま

し
て

下
記

の
事

項
に

ご
留

意
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

①
 
住

宅
建

設
で

は
、

完
成

に
要

す
る

期
間

が
長

期
に

わ
た

る
こ

と
、

そ
の

期
間

の
建

築
に

必

要
な

資
金

を
住

宅
建

設
業

者
が

自
ら

す
べ

て
調

達
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

か
ら

、
工

事
の

円
滑

な
遂

行
の

た
め

に
契

約
時

、
着

工
時

、
上

棟
時

（
中

間
時

）
な

ど
工

事
完

成
前

に
請

負
工

事
代

金
の

前
払

い
金

を
受

け
る

こ
と

が
一

般
的

で
す

。
 

こ
れ

に
つ

い
て

請
負

契
約

で
支

払
い

の
時

期
や

方
法

を
定

め
ま

す
が

、
そ

の
際

に
は

、
資

金
計

画
を

確
認

し
、

住
宅

建
設

業
者

か
ら

支
払

回
数

・
時

期
・

方
法

等
に

つ
い

て
の

説
明

を
受

け
る

と
と

も
に

、

で
き

る
だ

け
工

事
の

出
来

高
に

応
じ

た
支

払
と

す
る

よ
う

に
ご

留
意

下
さ

い
。

 
 

 
 

※
ご

参
考

：
前

払
い

金
の

支
払

回
数

・
時

期
・

割
合

等
の

例
 

住
宅

建
設

業
者

に
よ

っ
て

、
工

法
、

資
材

等
の

調
達

方
法

、
建

設
現

場
以

外
で

の
部

材
加

工

な
ど

、
事

業
形

態
が

そ
れ

ぞ
れ

異
な

り
ま

す
が

、
お

お
む

ね
、
支

払
回

数
は

3
回

か
ら

5
回

が
一

般
的

で
す

。
 

支
払

時
期

は
契

約
時

、
着

工
時

、
上

棟
時

、
上

棟
以

降
の

中
間

時
、

内
装

着
手

時
、

完
成

時

な
ど

の
例

が
あ

り
、

支
払

回
数

･
時

期
と

そ
の

割
合

の
例

は
次

の
通

り
で

す
。

 

3
回

の
場

合
：

契
約

時
2
、

上
棟

時
（

中
間

時
）

5
、

完
成

時
3
 

4
回

の
場

合
：

契
約

時
1
、

着
工

時
3
、

上
棟

時
3
、

完
成

時
3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
契

約
時

1
、

着
工

時
3
、

中
間

時
4
、

完
成

時
2
 

5
回

の
場

合
：

契
約

時
1
、

着
工

時
2
、

上
棟

時
3
、

内
装

着
手

時
2
、

完
成

時
2
 

 

②
 
万

が
一

、
工

事
の

途
中

で
建

設
業

者
が

倒
産

し
た

場
合

に
、
他

の
業

者
に

よ
り

工
事

を
継

続

す
る

た
め

に
必

要
な

追
加

費
用

な
ど

に
つ

い
て

、
そ

の
費

用
の

一
定

割
合

を
保

証
す

る
任

意

の
制

度
と

し
て

住
宅

完
成

保
証

制
度

を
利

用
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

ま
す

。
 

※
 
詳

し
く

は
、

日
本

住
宅

保
証

検
査

機
構

、
住

宅
あ

ん
し

ん
保

証
、
（

財
）

住
宅

保
証

機
構

等

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
な

ど
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
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各都道府県における現場代理人常駐義務規定の運用の実態 ①

ブロック 都道府県名
緩和の
有無

契約金額要件 地理的要件 発注者要件
兼任を認
める数

その他

北海道・東北

北海道 なし

青森県 なし

岩手県 なし

宮城県 なし

秋田県 なし

山形県 なし

福島県 なし

関東

茨城県 緩和 1,000万円以下 ― ― ―

栃木県 なし

群馬県 緩和 2,500万円未満 ― 同一事務所発注 2 ―

埼玉県 緩和 2,500万円未満
同一管内又は
隣接市町村

―
安全管理上緩和できないと判断した場合、低入札価格
調査対象工事は対象外

千葉県 なし

東京都 なし

神奈川県 緩和 2,500万円未満 ― 県発注 2
工事現場を離れる場合は、連絡員を現場に置き、発注
者と現場代理人との連絡に支障をきたさないようにす
ることが必要

山梨県 緩和 合計2,500万円未満同一建設事務所内 県発注 2

長野県 なし

北陸

新潟県 緩和

合計2,500万円未満 同一管内 ― 3 ―

―
工事現場が

同一・隣接・近接
同一発注所属 3

工事内容に関連性
影響が比較的少ないと発注所属長が認めた場合

石川県 緩和 2,500万円未満 ― ― ―
発注者・監督員と常に携帯電話等により連絡が取れる
体制

富山県 なし

○ 常駐義務を弾力的に運用している団体には、「建設企業をとりまく経営環境が厳しいこと」を背景としてあげる団体が多い。
○ 比較的小規模な工事（配置技術者が非専任となる2,500万円未満など）を対象として常駐義務を緩和しており、2,500万円

以上で緩和する都道府県はない。
○ 常駐義務を弾力的に運用する場合でも、「同一管内」「工事現場が近接」「同一発注者」等の要件を課す都道府県が多い。
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ブロック 都道府県名
緩和の
有無

契約金額要件 地理的要件 発注者要件
兼任を認
める数

その他

中部

岐阜県 緩和 合計2,500万円未満
同一土木事務所

管内
県発注 2

直近２ヵ年度における県発注工事の当該工種に係る
工事成績評定点が平均70点以上

静岡県 緩和 原則1,000万円未満
直線距離で5km以
内かつおおむね20
分以内

― 2
同一業種・現場管理に支障がないこと
いずれか一方の工事に常駐

愛知県 緩和

500万円未満 ― ― ― ―

―
同一の場所又は
近接した場所

― ― 兼任する工事間の密接な関連性

三重県 なし

近畿

福井県 緩和 合計2,500万円未満 同一の市町内 県発注 3 ―

滋賀県 なし

京都府 なし

大阪府 なし

兵庫県 なし

奈良県 なし

和歌山県 なし

中国

鳥取県 なし

島根県 なし

岡山県 なし

広島県 なし

山口県 なし

各都道府県における現場代理人常駐義務規定の運用の実態 ②
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ブロック 都道府県名
緩和の
有無

契約金額要件 地理的要件 発注者要件
兼任を認
める数

その他

四国

徳島県 なし

香川県 緩和 ― ― 同一事務所発注 2
道路維持修繕、舗装修繕、河川維持修繕、雪氷対策
工事のみ

愛媛県 緩和 ― ― ― 2
区域が重複・隣接する年間維持工事同士、年間維持
工事と同工事の区域内における改良工事等１箇所

高知県 緩和 2,500万円未満 ― ― ― 災害復旧工事

九州

福岡県 なし

佐賀県 なし

長崎県 なし

熊本県 緩和 合計2,500万円未満 同一管内 県発注 3 ―

大分県 緩和 ―
技術者の専任が認
められる近接工事

― ―

宮崎県 なし

鹿児島県 なし

沖縄県 なし

各都道府県における現場代理人常駐義務規定の運用の実態 ③
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建
 設

 業
 法

 に
 お

 け
 る

 技
 術

 者
 制

 度
 の

 概
 要

 
 

工
事
現
場

に
置

く
べ
き
技

術
者
 

監
理

技
術

者
 

主
任

技
術

者
 

元
請
工
事

に
お

け
る
下
請

合
計

金
額
 

3,
00

0万
円

以
上

 

（
建
築
工

事
一

式
は

4,
50

0万
円

以
上

）

3,
00

0万
円

未
満

 

（
建

築
工

事
一

式
は

4,
50

0万
円

未
満

）
 

技
術
者
の

資
格

要
件
 

 

●
一
級
国

家
資

格
者
 

 
・
１
級

施
工

管
理
技

士
 

 
・
１
級

建
築

士
 

 
・
技
術

士
 

 ●
実
務
経

験
者
 

 
（
但
し

指
定

７
業
種

は
除

く
）

 

 
・
主
任
技
術

者
と
し

て
の

要
件

を
満

た

す
者
の
う

ち
、

元
請
と

し
て

4,
50

0万
円

以
上
の

工
事

に
関
し

２
年

以
上

の

指
導
監
督

的
な

実
務
経

験
を

有
す

る

者
 

 ●
国
土
交

通
大

臣
特
別

認
定

者
 

●
一

級
国

家
資

格
者

 

 
 

・
１

級
施

工
管

理
技

士
 

 
 

・
１

級
建

築
士

 

 
 

・
技

術
士

 

 ●
二

級
国

家
資

格
者

 

 
 

・
２

級
施

工
管

理
技

士
 

 
 

・
１

級
技

能
士

 

 
 

・
電

気
工

事
士

 

 
 

・
消

防
設

備
士

 
等

 

  ●
実

務
経

験
者

 

 
 

・
大

卒
後

３
年

以
上

の
実

務
経

験
 

 
 

・
高

卒
後

５
年

以
上

の
実

務
経

験
 

 
 

・
１

０
年

以
上

の
実

務
経

験
 

そ
の
他
の

要
件
 

受
注
業
者

と
直

接
的
か

つ
恒

常
的

な
雇

用
関

係
に

あ
る

者
で

あ
る

こ
と

 
 公

共
性
の

あ
る

工
作
物

又
は

多
数

の
者

が
利

用
す

る
工

作
物

に
関

す
る

重
要

な
工

事

で
請
負
金

額
が

2,
50

0万
円

以
上

と
な

る
工

事
は

、
現

場
専

任
が

必
要

 
 現

場
専
任

が
必

要
な
工

事
の

監
理

技
術

者
は
、
資

格
者

証
の
携

帯
が

必
要

 
 

 不
要

 

現
場
専
任

が
必

要
な
工

事
の

監
理

技
術

者
は
、
登
録
講

習
を
５

年
以

内
に

受
講

し

て
い
る
こ

と
が

必
要
 

 不
要
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建設工事請負契約書（暴力団排除に関する大阪府独自規定）

（甲の解除権）

第４７条の3 甲は､乙(乙が共同企業体であるときは､その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の

各号のいずれかに該当するときは､この契約を解除することができる。

（１） 役員等(乙が個人である場合にはその者を､乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営

業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が集団的に又は常習的に暴力的不

法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であ

ると認められるとき。

（２） 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上､経営に参加していると認められるとき。

（３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団関係者を利用するなどしたと認められるとき。

（４） 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず､暴力団又は暴力団関係者に対して､金銭､物品その他の財産

上の利益を不当に与えたと認められるとき。

（５） 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

（６） 下請け契約又は資材､原材料の購入契約その他の契約にあたり､その相手方が第１号から第５号に規定する行

為を行う者であると知りながら､当該者と契約を締結したと認められるとき。

２ 乙は､前項の規定によりこの契約が解除されたときは､違約金として請負代金額の100 分の10 に相当する額を甲

の指定する期間内に支払わなければならない。 7



建設工事請負契約書（暴力団排除に関する鳥取県独自規定）

（甲の解除権）

第４６条の３ 甲は、乙又は乙の経営幹部（乙が法人の場合において、その役員又はその支店若しくは営業所（常時

工事の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、契

約を解除することができる。

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）であると認められるとき。

（２） 経営幹部が暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき（顧問等に就任するなど事実上、

経営に参加している場合を含む。）。

（３） 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。

ア 雇用すること。

イ 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために代理人、受託者等として使用

すること。

ウ いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。

エ 友人又は知人として会食、遊戯、旅行等を共にすること、又はパーティ等に招待し、若しくは招待されて同席す

ること等の親密な交際をすること（法人にあっては、経営幹部が行うものに限る。）

オ 前２号に該当する者又はアからエまでのいずれかに該当する行為を行う者であることを知りながら、この契約に

関して建設工事の下請けをさせること。

２ 第４６条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
8



暴力団排除条項参考例（ひな型） （日建連）

（契約解除）

1. 甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者（下請負が数次にわたるときはその全て

を含む）が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会的勢

力」という）に属すると認められるとき

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(6) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき

2. 甲は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要

せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。

（通報報告）

1. 乙は、乙又は乙の下請負者（下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。）が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、

暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会的勢力」という）による不当要求または工事妨害

（以下、「不当介入」という。）を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、または下請負者をして断固としてこれを拒否させる

とともに、不当介入があった時点で、速やかに甲にこれを報告し、甲の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力

を行うものとする。

2. 乙が正当な理由なく前項に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、個別契約を解除することができる。

（表明・確約）

乙又は乙の下請負者（下請負が数次にわたるときはその全てを含む。）は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団
関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会的勢力」という）のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経
営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 9



（建設工事の請負契約の内容）

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面

に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期

及び方法

五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつ

た場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

七 価格等（物価統制令 （昭和二十一年勅令第百十八号）第二条 に規定する価格等をいう。）の変動若しくは変更に

基づく請負代金の額又は工事内容の変更

八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関

する定め

十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の

措置に関する定めをするときは、その内容

十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十四 契約に関する紛争の解決方法

建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）（抄）
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第34条(Ｂ) 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証

事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第５項に規定す

る保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前

払金の支払を甲に請求することができる。

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

３ 乙は、第１項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成

の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の２以内の中間前払

金の支払を甲に請求することができる。

４ 第２項の規定は、前項の場合について準用する。

５ 乙は、第３項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前払金に係る認定を受けなけ

ればならない。この場合において、甲は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知

しなければならない。
６ 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４又は第３項により中

間前金払の支払を受けているときは10分の６から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前

払金の支払を請求することができる。この場合においては、第２項の規定を準用する。

７ 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の５又は

第３項により中間前払金の支払を受けているときは10分の６を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から

30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払を

しょうとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

８ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められると

きは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わな

い場合には、甲が定め、乙に通知する。

９ 甲は、乙が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から

返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.3ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求す

ることができる。 〔注〕(Ｂ)は、中間前金払する場合に使用する。

長野県 建設工事標準請負契約約款（抜粋）
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（前金払）

第34条(Ａ) 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事

業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第５項に規定する

保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払

金の支払を甲に請求することができる。

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

３ 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４から受領済みの前払

金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の

規定を準用する。

４ 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の５を超

えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項

の期間内に第37条又は第38条の規定による支払をしょうとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控

除することができる。

５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められると

きは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日 から14日以内に協議が整わ

ない場合には、甲が定め、乙に通知する。

６ 甲は、乙が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から

返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.3ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求す

ることができる。 〔注〕(A)は、中間前金払をしない場合に使用する。

長野県 建設工事標準請負契約約款（抜粋）
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